
 

 

亀山市乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の概要について 

 

１ 事業の目的 

  全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育

て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化すること

を目的とする。 

 

２ 事業の実施日 

  令和８年４月１日 

 

３ 実施主体 

  亀山市 

 

４ 実施方法 

（１）対象となる子ども 

   保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない生後６か月から満３歳未満の

子どもとする。認可外保育施設に通っている生後６か月から満３歳未満の子どもは対象と

するが、企業主導型保育施設に通っている生後６か月から満３歳未満の子どもは対象外と

する。 

（２）利用可能時間 

対象となる子どもの利用時間は、子ども一人当たり月１０時間を上限とし、１時間単位

で事業が利用できる。 

（３）実施事業所 

   亀山市立第一愛護園 

（４）実施事業所における事業内容 

  ①利用方式 

   利用する曜日や時間帯を固定せず、子どもの状況や保護者ニーズに合わせた柔軟な利用

方式（柔軟利用）とする。 

  ②実施方式 

事業の定員を別に設け、在園児と合同で受入れを行う一般型事業（在園児合同型）とす

る。 

  ③開所日及び開所時間 

平日の午前９時から１１時まで及び正午から午後４時までとする。 

   ④利用人数 

    １時間当たり最大５名とする。 

⑤給食等の提供 

給食及びおやつの提供は行わない。ただし、お茶の提供は行い、未開封の飲料（育児用

ミルクを含む。）及び市販菓子の持参は可能とする。 
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（５）利用の認定 

事業の利用を希望する子どもの保護者は、市長に対し認定申請を行い、市長はこれを審

査し、認定する。認定した場合、市長は事業の支給認定証を発行する。 

（６）事前面談 

事業の利用の認定を受けた子どもの保護者は、事業を利用する前に、利用を希望する実

施事業所において面談を受け、実施事業所は、事業の意義や利用に当たっての基本的事項

の伝達を行うとともに、子どもの特徴や保護者の意向等を把握する。 

（７）利用の予約 

実施事業所における面談の後、事業の利用を希望する子どもの保護者は、希望する利用

時間の予約を行う。 

（８）利用料 

「亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例」及び「亀山市認定こども園条

例」の一部を改正し、規則で定める旨を規定する。※令和８年３月議会に提出予定。 

なお、国の示す利用料は、子ども１人につき１時間当たり３００円程度を標準とする。 

（９）利用料の納付 

事業を利用する子どもの保護者は、事業を利用した日にその日分の利用料を市に納付す

る。 

（１０）利用料の減免 

「亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例」及び「亀山市認定こども園条

例」の一部を改正し、市長が特に必要と認めるときは、利用料を減額し、又は免除するこ

とができる旨を規定する。※令和８年３月議会に提出予定。 

（１１）広域利用 

亀山市で事業の利用の認定を受けた子どもは、市外の実施事業所も利用することができ

る。また、市外で事業の利用の認定を受けた子どもは、亀山市内の実施事業所も利用する

ことができる。 

 

５ 今後のスケジュール 

 

４（５）から（７）の「利用の認定」、「事前面談」及び「利用の予約」は、こども家庭庁

が提供する『総合支援システム』による電子申請で手続を行う準備を進めている。 
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